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５－１．地区計画策定までのプロセス 

地区計画の都市計画決定までの全体プロセスは以下の通りです。 
地区計画の類型や提案内容により異なりますが、❿適⽤地区の設定・地区計画原案の作成から⓫都市

計画決定などの法定⼿続きまで、概ね１年の期間を要します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❽ 御殿場市へ地区計画の都市計画提案 

 必要な関係部局などとの協議により、各種関係法令と
の整合を確認し、地区計画素案の妥当性を判断する 

地区計画の実現方策 第５章 

＜地区計画の都市計画決定までの流れ＞ 

御殿場市 

 『市街化調整区域における地区計画適⽤に関す
る基本⽅針』の策定 

❷ 地区計画制度に関する情報提供 

 基本⽅針や運⽤基準などの内容説明 

 協議会設⽴に関する助⾔・指導 

 協議会や地権者との合意形成のための助⾔・指導 

段階に応じた継続的な⽀援の実施 

❾ 関係機関協議 
 静岡県や庁内関係部局などとの協議を⾏い、地区

計画素案の妥当性を判断する 

❿ 適⽤地区の設定・地区計画原案の作成 

土地所有者・地域住民など 

❶ 地区計画活⽤に関する意識の⾼まり 

地区計画の具体的な検討を開始 

❸ 適⽤検討区域の仮設定 

❹ 

❺ 適⽤検討区域の設定・地区計画素案の作成 

⓫ 都市計画決定などの法定⼿続 

 関係機関協議の結果を踏まえ、提出された地区計
画素案を基に原案作成を⾏う 

地区計画の都市計画決定・建築条例制定 

❻ ⼟地所有者などとの合意形成 

※ 都市計画提案制度の活⽤を原則とする 

 都市計画決定に関する⼿続きや建築条例制定に
向けた取組みを⾏う 

 開発許可制度に基づく申請 
 地区計画制度に基づく届出 
 建築確認 
 ⼯事着⼯    など 

都市計画決定後 

❼ 関係機関協議 
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５－２．都市計画提案制度の概要及び手続き 

都市計画提案制度は、平成 14 年（2002 年）の都市計画法改正により創設されたまちづくりの仕組み
です。⼟地所有者やまちづくりを⽬的として創設されたNPO法⼈などが⼀定の条件を満たしたもとで、
都市計画の決定または変更の提案をすることができる制度であり、本市では、協働のまちづくりを推進
する有効な⼿段として位置付けています。 

 

 

 

 

  

＜都市計画提案制度の一般的な流れ＞ 

⼟地所有者、まちづくりＮＰＯ法⼈、開発業者などによる都市計画の提案（発意） 
【提案の要件】 

➊ 0.5 ha以上の区域（※条例により緩和可能） 

➋ 都市計画マスタープランなど、都市計画に関する法令上の基準に適合 

➌ 土地所有者等の 2／3 以上の同意 

提案に基づく都市計画の決定・変更を⾏うか検討 

都市計画の決定・変更を⾏う 
必要があると認めるとき 

公聴会・説明会の開催 

都市計画の案の作成 

案の縦覧 

都市計画審議会に付議 
（提案内容を報告） 

都市計画の決定 

都市計画の決定・変更を⾏う 
必要がないと判断するとき 

都市計画の決定・変更せず 

判断結果を提案者に通知 

都市計画審議会（※26）に 
提案を提出し意⾒を聴く 

提 案 者 

御 殿 場 市 

（※26）都市計画法第 77 条の２により定められた、その権限に属させられた事項及び市町村⻑の諮問に応じ都市計画に関する事項を調
査審議させるために設置することができる機関。 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「市⺠協働のまちづくり」について（御殿場市都市計画マスタープランより抜粋） 
御殿場市都市計画マスタープランに基づいた事業の推進については、市⺠に開かれた⾏政を⽬指し、

積極的に都市計画に関わる情報を公開し、市⺠、企業、⾏政が⼀体となったまちづくりが必要です。 

まちの⾻格となる道路、河川などの都市基盤や施設整備については、⾏政が主体となって市⺠や企業
の参加によるまちづくりを⾏う必要があります。また、⽣活環境や住環境など⾝近な暮らしの環境につ
いては、市⺠や企業の皆さんが主体となり、⾃ 
分たちのまちを⾃分たちで良くしていくまちづ 
くりが重要です。 

まちづくりに関わる市⺠、企業、⾏政が、 
それぞれの役割に応じた連携・協働によるま 
ちづくりを推進し、将来都市像の実現を図り 
ます。 

 

◆ 御殿場市における都市計画提案制度の⼿続きについて 
本市では、「御殿場市都市計画提案制度の⼿続に関する要綱」を定めており、以下に⽰す条件を満た

す場合に計画提案を⾏うことができる。 

ⅰ．計画提案者 
 提案する区域内の⼟地所有者等 
 まちづくりの推進を図る活動を⾏うことを⽬的とする NPO 法⼈ 
 ⼀般社団法⼈もしくは⼀般財団法⼈、その他営利を⽬的としない法⼈ 
 独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構 
 地⽅住宅供給公社 
 まちづくりの推進に関して経験と知識を有する団体 

ⅱ．計画提案に関する要件 
 計画提案の対象となる区域は 0.5 ha 以上の⼀団の⼟地であること 

（※本市における地区計画に係る計画提案の対象となる区域は 0.3 ha 以上の⼀団の⼟地とする） 
 都市計画法、その他法令に基づく都市計画の基準に適合すること 
 提案する区域内の⼟地所有者等の３分の２以上の同意を得ていること 

ⅲ．計画提案の提出書類 
（１）都市計画提案書 
（２）都市計画の素案説明書 
（３）位置図（縮尺 10,000 分の１） 
（４）計画提案の区域その他必要な事項が記載された図⾯（縮尺 2,500 分の１） 
（５）計画提案の区域に係る公図の写し（交付後３⽉以内のものに限る） 
（６）計画提案の区域に係る⼟地の登記事項証明書等 
（７）計画提案が都市計画法、その他の法令に基づく都市計画の基準に適合することを証する書類 
（８）周辺環境等の影響へ配慮した事項に関する報告書 
（９）計画提案の区域に係る⼟地所有者等⼀覧表 
（10）⼟地所有者等の同意書                             など 

<協働によるまちづくりの役割イメージ＞ 


